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表紙

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交
付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆さまに電子提供措置事項から
上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第45回定時株主総会資料

●　事業報告
「会社の現況」
・主要な事業内容
・主要な営業所及び工場
・従業員の状況
・主要な借入先の状況
・その他会社の現況に関する重要な事項

「株式の状況」
「新株予約権等の状況」
「会計監査人の状況」
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
「会社の支配に関する基本方針」

●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

●　監査報告書
「会計監査報告」
「監査等委員会の監査報告」

第45期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 事　業　内　容
直営店商品販売事業 化粧品、化粧雑貨品等の直営店舗及び通信販売での一般顧客等への小売
卸販売事業 化粧品、化粧雑貨品等の契約事業者等への卸売
直営店サービス事業 リフレクソロジーを中心としたボディリラクゼーションサロンの運営及び

女性専用小型フィットネスクラブ「カーブス」のフランチャイジー展開

会社の現況
（１）主要な事業内容（2026年３月31日現在）

本社 東京都港区
大阪営業所 大阪府大阪市淀川区
物流センター 神奈川県横浜市瀬谷区

（２）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
752(213) 名 1名増(13名増) 42.4歳 9.3年

（３）従業員の状況（2026年３月31日現在）

（注）アルバイト及びパートは、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（４）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

（５）その他会社の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年４月15日開催の取締役会において、株式会社ビーバイイーが運営する化粧品企画・製
造・販売・仕入業務のうち、「MAMA BUTTER」（ママバター）ブランドを対象とする事業の譲受を決議
し、2025年４月21日付で事業譲渡契約を締結いたしました。当契約に基づき2025年４月28日付で事業の
譲受を完了しております。

－ 1 －
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株式の状況、新株予約権等の状況、会計監査人の状況

株式の状況（2026年３月31日現在） 所有者別株式分布状況

外国法人等
0.1％

国内法人
（金融機関等を除く）
37.4％

金融機関
1.0％

個人その他
（自己株式含む）
61.3％

証券会社
0.2％

（１）発行可能株式総数 12,000,000株
（２）発行済株式の総数 4,703,063株

（自己株式633株を含む）
（３）株主数 19,908名
（４）大株主（上位13名）

株　主　名 持　株　数　（株） 持　株　比　率（％）

株式会社ワコールホールディングス 1,000,000 21.3

株式会社ローズエージェンシー 463,300 9.9

株式会社アイスタイル 260,000 5.5

安原淳子 50,000 1.1

ハウスオブローゼ従業員持株会 48,600 1.0

永井たき枝 39,900 0.8

みずほ信託銀行株式会社 39,000 0.8

株式会社デリシアスエーシー 26,000 0.6

神野晴年 18,200 0.4

川上滋弘 12,500 0.3

川上敬志 12,500 0.3

川上奈津子 12,500 0.3

横山貴永 12,500 0.3

（注）１. 持株比率は自己株式（633株）を控除して計算しております。
２. 持株比率は小数点第２位を四捨五入して計算しております。
３. 第10位株主の持株数が同数のため上位13名を記載しております。

－ 2 －
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株式の状況、新株予約権等の状況、会計監査人の状況

新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

支　払　額　（百万円）

１ 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32

２ 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 32

会計監査人の状況
（１）名称　　　　　　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人

（２）報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金
融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分していないため、上記１にはこれらの合計額を記載
しております。なお、記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

３. 当事業年度における上記報酬の額以外に、前事業年度に係る追加報酬が680千円あります。

（３）非監査業務の内容
　該当事項はありません。

（４）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。

（５）責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
Ⅰ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１. 当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下に業務を執行するための指針と

して定めた「企業倫理規程」に基づき行動する。
２. 内部通報制度（内部通報ホットライン）等により、法令及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正
する。

３. 健全な企業経営のため反社会的勢力との関係は一切遮断する。そのため不当要求防止責任者を設置し、
不当な要求に対しては外部専門機関とも連携し毅然とした対応をとる。

４. 金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行
い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、
金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整える。

５. 取締役及び使用人の法令・定款違反行為については、懲罰規定に基づき、厳正に対処する。
Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１. 取締役会及び業務執行会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、職務の執行に係る文書（電磁的
記録を含む）は、「文書管理規程」をはじめとする社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

２. 取締役（監査等委員である取締役を含む）は、必要に応じて上記１．の文書を閲覧することができるも
のとする。

Ⅲ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１. 組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応を行う機関として「リスク管理委員会」を設け、迅速
かつ適切な対応をとる。

２. 各部門の所管業務に付随する通常的なリスク管理は、当該部門が関係する諸規程に従いこれを行う。
Ⅳ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１. 業務の有効性及び効率性を図る観点から当社経営に係る重要事項については「取締役会規程」等に基づ
き取締役会において決定する。ただし、定款規定及び取締役会決議により業務執行の決定を委任された
取締役は、委任された範囲内で業務執行の決定を行う。

２. 取締役は取締役会で定める「取締役会規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等に基づき、所管業務
の執行を行う。

３. 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うと共に、業務執行に対する管理監督機能を高め
る。

４. 業務運営状況について、内部監査室による内部監査を実施し、その状況を把握し改善を図る。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制

Ⅴ. 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１. 経営企画室は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行及び内部統制を統括し、適切な監視
及び報告体制を確保する。

２. 当社から子会社に役員を配置し子会社を管理する体制とする。子会社の担当役員は、業務執行の状況を
定期的に当社の取締役会に報告する。

３. 当社と子会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範を遵守して行う。
４. 内部監査室は、定期的に子会社の業務執行及び内部統制の運用状況を監査し、当社の代表取締役社長に
報告すると共に、その結果を子会社と共有のうえ、子会社と協力して改善のための検証を行う。

Ⅵ. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人等に関する事項並びに当該使用人等の取締役(監査等委員である
取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人等に対する指示の実効性の確保に関する事項

１. 監査等委員会が職務を補助すべき使用人等（以下「監査等委員会補助者」という）を求めた場合、取締
役会は必要に応じて、補助業務をする者を配置する。

２. 監査等委員会補助者の適切な職務遂行のため、監査等委員会補助者の人事異動及び人事考課等に関して
は、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

３. 監査等委員会補助者は、当社の監査等委員会から指示を受けた業務を遂行する。
Ⅶ. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
１. 当社及び子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く）、監査役、使用人又はこれらの者か
ら報告を受けた者（以下「報告者」という）は、当社の取締役会等、監査等委員が出席する重要な会議
において、当社の監査等委員に対し適宜担当する業務の執行状況を報告する。

２. 報告者は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項その他当社のコンプライアンス及びリスク管理
上重大な事項を発見したときは、速やかに当社の監査等委員会に報告する。

３. 報告者の異動、人事評価及び懲戒等について、報告の事実を考慮することはできず、報告者は、異動、
人事評価及び懲戒等の理由の調査を監査等委員会に依頼できる。

Ⅷ. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１. 監査等委員会からの要請があれば、内部監査室の協力、会社内の諸会議への出席を保証する。
２. 代表取締役及び会計監査人は、監査等委員会とそれぞれ定期的な会合を持ち、相互の意思疎通を図るべ
く意見交換を行う。

３. 監査等委員の職務の執行に要する費用については、支出に合理性がないと取締役会が拒否の判断をした
場合を除き、会社所定の手続きを経て速やかにその実費相当額を支払う。また費用に前払いの必要が生
じたときは、会社所定の手続きを経て処理をする。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
１．職務執行の適正及び効率性の確保
取締役会は、社外取締役２名を含む取締役９名で構成され16回開催（その他、書面決議１回）し、各議
案の審議及び業務執行状況等の監督を行いました。なお、当期は、第44回定時株主総会終了をもって、
渡部取締役監査等委員が退任し、池田取締役が取締役監査等委員に就任いたしましたので、当該定時株
主総会前の取締役の人数は10名であります。
また当社は、執行役員制を採用し各業務を所管させ、意思決定の迅速化、効率化を図っております。取
締役、執行役員及び常勤監査等委員が出席する業務執行会議を12回開催し、情報共有化及び業務執行の
適正化等について協議いたしました。

２．監査の実効性確保
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員２名と常勤監査等委員１名の合計３名で構成されていま
す。なお、当期は、第44回定時株主総会終了をもって、渡部取締役監査等委員が退任し、池田取締役が
取締役監査等委員に就任いたしました。監査等委員会は14回開催し、監査に関する重要な事項について
報告を受け、協議・決議を行いました。また、代表取締役社長及び取締役会議長である取締役とも定期
的に面談し、会計監査人及び内部監査部門とも積極的に意見交換を行いました。
他方、監査等委員は全員取締役会に出席し、適正な意見、提言を行いました。さらに常勤監査等委員
は、業務執行会議等重要会議に出席し、助言、提言を行いました。
なお会社は、監査等委員がその職務に必要な費用について全てを負担いたしました。
また、内部監査室は、監査等委員の求めに応じて適宜その職務の補助を行っております。なお、監査等
委員会からその職務を補助すべき使用人等を置くことを求められておりませんので、監査等委員会補助
者は任命されておりません。

３．内部通報制度
匿名性が担保された内部通報窓口を設置して、コンプライアンス違反行為等の情報収集に努めると共
に、通報者の保護と通報内容に対処する体制を整備しております。なお当期は、内部通報ホットライン
を通じ10件の内部通報があり、適切に対処し解決いたしました。

４．反社会的勢力の排除
新規取引先との契約締結に際しては、反社会的勢力排除条項の契約書への記載を必須としております。
また、警察等や関連団体との情報交換を継続的に実施すると共に、社内への啓蒙を進めました。

５．内部監査体制
実査数は、店舗を含め事業所約200か所となり、内部監査計画に基づきほぼ全事業所の業務監査を実施
し、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告すると共に、必要な場合は是正勧告を行う等、
業務の適正化に努めました。

６．財務報告に係る内部統制
期初に決定した評価範囲に基づき、当該財務報告に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を実施
いたしました。
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会社の支配に関する基本方針

会社の支配に関する基本方針
　当社は、経営権の移動に伴う企業活動の活性化の意義について否定するものではありません。ただ当社は設
立以来、自然志向の化粧品を主体としたコンサルティング販売を事業の中核として、顧客の支持に支えられ今
日まで安定的な成長と着実な財務基盤を形成してまいりました。
　このような企業経営に対する評価と今後の期待感の結果が株主をはじめとする現在のステークホルダーを形
成していると考えております。
　また、当社では次の経営理念を掲げ事業活動に努めております。
１. 美しさと健康と快適な生活を願われる人々のために、優れた商品と真心のこもったサービスを提供し、
お客さまから「ありがとう」と言われるような企業活動を続けます。

２. 企業は社会の支持が無くては発展し得ないことを自覚し、法令、社会規範、社会倫理を遵守し、社会の
人々に対して常に誠実に行動します。

３. 限りある資源を無駄にすることなく、また自然を破壊することなく、環境との調和を目指します。
　従いまして、当社の財務及び事業を支配すべき者の在り方としては、培ってきた経営ノウハウにより顧客の
支持・信頼を得て、継続的に事業を発展させると共に、当社の経営理念に則り、株主をはじめとするステーク
ホルダーの価値の向上を図るものでなければならないと考えております。
　当社は現在のところ所謂「買収への対抗措置」は導入しておりませんが、仮に当社の財産及び経営権を支配
あるいは影響力を行使する目的で当社株式の大量取得を表明する者が出現した場合には、上記の理由から慎重
にその適正性を判断し、当社として最も適切と考えられる措置を講ずるものといたします。具体的には、社外
の専門家を含め当該買収提案の評価や表明者との交渉を行い、その中で当社の経営理念、企業価値に適合せ
ず、また株主共同の利益に資さないと判断した場合には、速やかに対抗措置の要否及び内容等を決定し発動す
る体制を整えます。
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株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から)2026年 3 月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己
株式

株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 934,682 1,282,222 1,282,222 119,666 2,800,000 500,198 3,419,864 △724 5,636,043
　会計方針の変更による
　累積的影響額 － － － － － △7,907 △7,907 － △7,907

会計方針の変更を反映し
た当期期首残高 934,682 1,282,222 1,282,222 119,666 2,800,000 492,291 3,411,957 △724 5,628,136

当期変動額

別途積立金の取崩 － － － － △400,000 400,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △117,560 △117,560 － △117,560

当期純利益 － － － － － 1,670 1,670 － 1,670
株主資本以外の項目の
当期の変動額(純額) － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － △400,000 284,110 △115,889 － △115,889

当期末残高 934,682 1,282,222 1,282,222 119,666 2,400,000 776,401 3,296,067 △724 5,512,246

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 60,237 △43,733 16,503 5,652,547
　会計方針の変更による
　累積的影響額 － － － △7,907

会計方針の変更を反映し
た当期期首残高 60,237 △43,733 16,503 5,644,640

当期変動額

別途積立金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △117,560

当期純利益 － － － 1,670
株主資本以外の項目の
当期の変動額(純額) △51,916 － △51,916 △51,916

当期変動額合計 △51,916 － △51,916 △167,806

当期末残高 8,320 △43,733 △35,412 5,476,833

株主資本等変動計算書

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表、会計監査報告

個　別　注　記　表

（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……総平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）
市場価格のない株式等……総平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）……定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
（３）長期前払費用……定額法
（４）リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末
においては、貸倒実績及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりま
せん。

（２）賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま
す。

（３）ポイント引当金
　販売促進を目的として顧客に付与したポイントの使用に備えるため、将来利用されると見込まれる額
を計上しております。

（４）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額を計上しております。
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個別注記表、会計監査報告

①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異は、翌期一括で費用処理することとしております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により費用処理しております。

（５）役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義
務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
　なお、主要な事業における顧客との契約に係る対価は、履行義務の充足時点から、通常１年以内に支
払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

(直営店商品販売事業）
　商品の販売については、顧客に商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品を引
き渡す一時点において充足する取引であるため、引渡時点で収益を認識しております。なお、当社が運
営するポイントプログラムについては、顧客との契約において付与された重要な追加の財を取得するオ
プションであるため、将来の財又はサービスが移転する時、あるいは当該オプションが消滅する時に収
益を認識しております。
(卸販売事業）
　卸販売事業については、顧客に商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品を引
き渡す一時点において充足する取引でありますが、国内販売は出荷時点から納品時までの期間が通常の
期間であるため、重要性等に関する代替的な取り扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。な
お、返品権付きの商品（及び返金条件付きで提供される一部のサービス）を販売したときは、予想され
る返品部分を合理的に見積り、収益を認識しております。
(直営店サービス事業）
　直営店サービス事業については、顧客にリフレクソロジーやフィットネスに関するサービスを提供す
る履行義務を負っております。リフレクソロジーに関するサービスについては個別のサービスを提供し
た時点に履行義務が充足され、フィットネスについては契約に基づき一定期間にわたり履行義務が充足
されることから、それぞれの履行義務の充足に応じて収益を認識しております。
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個別注記表、会計監査報告

５．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、効果を発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しており
ます。

（会計方針の変更に関する注記）
（資産除去債務の会計処理の変更）
　当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る資産除去債務の計上は、従来、当該不動産賃貸借
契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担
に属する金額を費用計上する方法によっておりましたが、当事業年度から、原状回復費用を資産除去債
務として負債計上し、これに対応する除去費用を有形固定資産に含めて償却する方法に変更しておりま
す。
　この変更は、固定資産システムを導入後、数年が経過し、安定稼働したことから、従来の会計方針を
変更することが財政状態及び経営成績をより適切に反映できると判断したことによるものであります。
　当該会計方針の変更は遡及適用され、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことに
より、当事業年度の利益剰余金の期首残高は7,907千円減少しております。

（表示方法の変更）
　前事業年度において、「その他の流動資産」に含めておりました「前払費用」（前事業年度66,790
千円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
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個別注記表、会計監査報告

（単位：千円）
報告セグメント 合　計

直営店
商品販売事業 卸販売事業 直営店

サービス事業
商品
　　　直営店 7,476,997 ―  ―  7,476,997
　　　ネット通販  1,412,136  ― ― 1,412,136
　　　卸売 ―  1,374,903  ―  1,374,903
　　　その他  68,091  1,121  ―  69,212
サービス
　　リラクゼーションサロン ―  ―  367,781  367,781
　　フィットネス（カーブス）  ―  ―  840,633  840,633
顧客との契約から生じる収益  8,957,225  1,376,024  1,208,415  11,541,666
その他の収益  ―  ―  ―  ―
外部顧客への売上高  8,957,225  1,376,024  1,208,415  11,541,666

（収益認識に関する注記）
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

２．収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「４.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3． 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　残存履行義務に配分した取引価格
　当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、残存履行義務に配分し
た取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しており
ます。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありませ
ん。
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個別注記表、会計監査報告

科目名 金額（千円）
減損損失 51,453

（会計上の見積りに関する注記）
固定資産の減損
（１）科目名及び当事業年度計上額

　当事業年度において、『HOUSE OF ROSE』ブランドによる化粧品等の販売を行う「直営店商品販
売事業」及びリラクゼーションサロンやフィットネス・クラブを運営する「直営店サービス事業」に計
上されている店舗の固定資産（減損前帳簿価額155,465千円）について、収益性の低下により減損の兆
候を識別した国内店舗の減損前帳簿価額62,585千円について、減損損失51,453千円（67店舗）を計
上しております。これには、過年度において全額減損損失計上済みの店舗で当事業年度に資産除去債務
を追加計上したことによる減損損失28,921千円（63店舗）が含まれております。

（２）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
①見積りの算出方法
　当社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位とした資産のグル
ーピングを行っており、減損の兆候が識別された店舗については、該当する店舗における割引前将来キ
ャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較して、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下
回る場合には、減損損失を認識しております。減損損失を認識すべきと判定された店舗の固定資産につ
いては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当期の減損損失として計上しております。
回収可能価額は店舗の使用価値により測定され、使用価値がマイナスであるため回収可能価額を零とし
て算定しております。
②見積りの算出に用いた主な仮定
　使用価値は、複数の仮定を用いて策定された各店舗の計画に基づき、割引前将来キャッシュ・フロー
を見積もることにより算定しておりますが、今後の市場の動向等により影響を受ける可能性がありま
す。
　なお、各店舗の計画における主な仮定は以下の通りであります。

・店舗売上高の将来見通し（売上高成長率）
　店舗売上高の将来見通し（売上高成長率）は、各店舗の過去実績や市場環境、業界動向などの変動
状況を考慮して策定しており、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
　固定資産の減損における主な仮定である、「店舗売上高の将来見通し」（売上高成長率）は、見積り
の不確実性が存在するため、割引前将来キャッシュ・フローの実績が見積金額と乖離する場合、固定資
産の減損損失を計上する可能性があります。
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個別注記表、会計監査報告

科目名 金額（千円）
繰延税金資産 550,436

１．有形固定資産の減価償却累計額 695,681千円

　再評価を行った年月日 2002年３月31日

　営業取引 ―千円
　営業取引以外の取引 500千円

（繰延税金資産の回収可能性）
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①見積りの算出方法
　繰延税金資産は、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指針第26号）に
定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、
将来の税金負担額を軽減することができる範囲で計上しております。
②見積りの算出に用いた主な仮定
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の事業計画を基礎とした将来の課税所得の見積り等に基づいて判
断しており、その主要な仮定は売上高の将来見通し（売上高成長率）であります。
　売上高の将来見通し（売上高成長率）は、売上高の過去実績や今後の施策等に基づき、市場環境・業
界動向を考慮して策定しており、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
　繰延税金資産の回収可能性の主な仮定である、「売上高の将来見通し」（売上高成長率）は、見積り
の不確実性が存在するため、将来の課税所得の結果が予測・仮定と異なる場合には、繰延税金資産の取
崩しが発生する可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

２．土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、再評価差額から「再評価に係る繰延税金資産」を控除した金額を「土地再評価差額金」として
純資産の部に計上しております。
再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固
定資産税評価額、ならびに第５号に定める鑑定評価に基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算定
する方法に基づいて算定しております。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
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個別注記表、会計監査報告

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 4,703千株 ―千株 ―千株 4,703千株

株 式 の 種 類 当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当事業年度末
株 式 数

普通株式 633株 ―株 ―株 633株

・配当金の総額 58,780千円
・１株当たり配当金額 12円50銭
・基準日 2025年 3月31日
・効力発生日 2025年 6月 ６日

・配当金の総額 58,780千円
・１株当たり配当金額 12円50銭
・基準日 2025年 9月30日
・効力発生日 2025年12月８日

・配当金の総額 58,780千円
・１株当たり配当金額 12円50銭
・基準日 2026年 3月31日
・効力発生日 2026年  6月 5日

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数に関する事項

２．自己株式の数に関する事項

３．剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額等

　　　　①2025年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

　　　　②2025年11月5日開催の取締役会決議による配当に関する事項

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

　　　　2026年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

４．当事業年度末日における新株予約権に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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賞与引当金損金算入限度超過額 52,690千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 377,908千円
役員退職慰労引当金繰入額 31,990千円
未払事業税 8,070千円
減損損失 33,570千円
契約負債 39,599千円
繰越欠損金 582千円
資産除去債務 53,243千円
その他 31,115千円

　繰延税金資産小計 628,770千円
評価性引当額 △60,339千円

　繰延税金資産合計 568,431千円

その他有価証券評価差額金 3,829千円
その他 14,164千円

　繰延税金負債合計 17,994千円
繰延税金資産の純額 550,436千円

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

　　繰延税金負債

　なお、土地再評価差額金に係る繰延税金資産相当額については、スケジューリングができないため全
額評価性引当額となり、繰延税金資産として計上しておりません（当事業年度末における再評価に係る
繰延税金資産相当額は13,784千円です）。
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貸借対照表計上額 時価 差額
（１）投資有価証券

 　その他有価証券 6,593 6,593 ―
（２）関係会社株式 19,785 19,785 ―
（３）差入保証金 461,416 363,953 △97,463

資産計 487,795 390,332 △97,463

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については預金等安全性の高い金融資産に限定し、銀行等金融機関からの借入によ
り資金を調達しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ご
との期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としております。
　投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については四半期
ごとに時価の把握を行っております。
　差入保証金は、主に店舗の賃借にかかる敷金であり、貸主の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、貸主ごとの残高管理を行うとともに、主な貸主の信用状況を把握する体制としており
ます。
　営業債務である買掛金は、１ケ月以内の支払期日であります。また、これら買掛金等の金銭債務は、
流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）

(注１)　「現金及び預金」、「売掛金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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区分 貸借対照表計上額
非上場株式 3,000

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
　　その他有価証券 6,593 　－ 　－ 6,593
　関係会社株式 19,785 　－ 　－ 19,785
　資産計 26,378 　－ 　－ 26,378

(注２)　貸借対照表における「差入保証金」の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リ
スク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッド
を上乗せした利率で割引いた現在価値によっております。

(注３)　市場価格のない株式等は、「関係会社株式」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対
照表計上額は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の間接
的な時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
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時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

　差入保証金 　－ 363,953 　－ 363,953
　資産計 　－ 363,953 　－ 363,953

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

　（注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル1の時価に分類しております。
関係会社株式
　投資有価証券同様、上場株式となりますので、その時価をレベル１の時価に分類しております。
差入保証金
　差入保証金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将
来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割引いた現在
価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（持分法損益等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（企業結合等関係）
（事業譲受）
　当社は、2025年４月15日開催の取締役会において、株式会社ビーバイイーが運営する化粧品企画・製造・販　
売・仕入業務のうち、「MAMA BUTTER」（ママバター）ブランドを対象とする事業の譲受を決議し、2025
年４月21日付で事業譲渡契約を締結いたしました。当契約に基づき2025年４月28日付で事業の譲受を完了し
ております。
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１．１株当たり純資産額 1,164円68銭
２．１株当たり当期純利益 0円36銭

１．事業譲受の概要
① 事業譲受の目的
当社の取扱商品と親和性があり、一定の顧客基盤及び販売網を確保していることから、当社の化粧品販売事業に
おける規模拡大、企業価値向上に寄与するものと判断し、本件事業譲渡契約の締結を決議いたしました。

② 相手先企業の名称及び事業内容
相手先の名称　株式会社ビーバイイー
事業の内容　　「MAMA BUTTER」（ママバター）ブランドを対象とする化粧品企画・製造・仕入・販売に関
する業務

③ 事業譲受日  2025年４月28日

④ 事業譲受の法的形式 　 現金を対価とする事業譲受

２. 当事業年度に含まれている取得した事業の業績の期間
　2025年４月28日から2026年3月31日まで

３. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　取得の対価　　　現金　　140,000千円
　取得原価　　　　　　　　140,000千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザーに対する報酬・手数料等：31,000千円

５. 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
　① 発生したのれんの金額　140,000千円
　② 発生原因　　主として今後の事業展開により期待される将来の期待収益力であります。
　③ 償却方法及び償却期間　６年間にわたる均等償却

６．事業譲受日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
　　該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
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（重要な後発事象）
　該当事項はありません。
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 善 方 正 義

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 沼 香 王 理

独立監査人の監査報告書
2026年５月19日

株式会社 ハウス オブ ローゼ
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハウス オブ ローゼの2025年４月１日
から2026年３月31日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 23 －



2026/05/25 17:44:34 / 25300910_株式会社ハウスオブローゼ_招集通知

監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第45期事業年度の取締役の職務の執行につい

て監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査
を実施しました。

　　①監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制
部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会その他におけ
る審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果
　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
　　④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当

であると認めます。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　　　2026年５月19日

株式会社 ハウス オブ ローゼ 監査等委員会
常勤監査等委員 池　田　達　彦 ㊞
監査等委員 北　川　真　一 ㊞
監査等委員 町　田　眞　友 ㊞

（注）監査等委員北川 真一及び町田 眞友は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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